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高齢者や障がい者の方たちを 災害から守る支援制度を始めました。

いざというときの備えは大丈夫ですか

平成22年度自主防災訓練【防災対策に係る支援制度】

防 災 特 集

◆対象者（災害時要援護者）
①介護保険における要介護３以上の方
②65歳以上のひとり暮らしの方
③65歳以上のみの高齢者世帯の方
④障がいのある方
（身体障害者手帳１・２級）

※制度の詳細については、各担当課にお問い合わせいただくか、町ホームページをご覧ください。

※今後の地域別防災訓練は、平成23年度に「松枝地域」、平成24年度に「下羽栗地域」での実施を予定しています。

※実線である関係機関については、災害時要援護者の方の同意のうえ、
　情報を共有します。

要援護者

家　族民生・児童委員

社会福祉協議会

消防署・消防団・警察署

老人クラブ

近隣住民

ボランティア団体

笠松町

支援体制のイメージ

◆避難支援を希望される方の手続き
　災害時に避難支援を希望される方
は、単位自主防災会長（各町内会長）
と相談され、「災害時要援護者登録申
請書」に記入のうえ、役場総務課へ提
出してください。　　　　　　　
 申請書は、役場総務課、福祉健康課（窓口）、福祉健康センター、福祉会館、松枝公民館、総合会館に
用意してありますし、各自主防災会長（町内会長）、民生・児童委員がお持ちです。なお、不明な点は、
役場総務課へお問い合わせください。

地震時などのブロック塀などの倒壊による生命の危険をなくすため、ブ
ロック塀などの除去に対する助成を行っています。
≪条　件≫個人の住宅などの敷地内に設置されたブロック塀など

で、道路に面した部分で0.65メートル以下の高さまで除
去した場合

≪助成額≫１ｍ当たり7,800円で、補助率3/10（限度額100,000円）
＊併せて、生け垣の設置に対する助成も行っています。

ブロック塀などの除去に
対する助成
（問合先） 総務課
☎388-1111

制　　　度 内　　　容

災害時要援護者であるお年寄りなどが、家具などが転倒し犠牲になるこ
とが多いことから、65歳以上の高齢者のみで構成された世帯や、障がい
者の方のみで構成されている世帯などに家具転倒防止補助器具を自主
防災会長（町内会長）を通じて支給しています。
　 ≪タイプ≫L字型器具とチェーン式（無償）
　 ≪支給数≫一世帯当たり4個（2組）まで　
＊ただし、支給は１回限りです。

家具転倒防止補助器具の
支給
（問合先） 総務課
☎388-1111

①木造住宅耐震診断相談士無料派遣事業
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅一戸建ての耐震診断を希
望される方に、無料で岐阜県木造住宅耐震相談士（以下「相談士」）を派
遣して耐震診断を行います。

　笠松町自主防災会協議会からお知らせします。今年度から、3年のローテーションで、各地域別で「地域別
防災訓練」を実施します。そこで、平成22年度の自主防災訓練は、次のように実施しますので、皆さん、地域
の自主防災訓練にぜひ参加しましょう。

②木造住宅耐震診断助成事業
昭和56年6月1日以後に着工された木造住宅一戸建ての耐震診断も費用
の一部を助成しています。
≪助成額≫耐震診断にかかる経費の2/3（ただし、助成対象限度額

45,000円、助成限度額30,000円）

③木造住宅耐震補強工事助成事業
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、相談士による耐震診
断を受けて補強が必要とされ、相談士が設計および工事監理する木造住
宅の耐震補強工事に対して費用の一部を助成します。
≪助成額≫耐震補強工事にかかる経費の7/10（ただし、助成対象限

度額120万円、助成限度額84万円）

木造住宅の耐震支援制度
（問合先） 建設課
☎388-1117

制　　　度

地　域 実施日 訓練内容 町民の方への連絡

内　　　容

災害時における安否確認や避難誘導などの支援を迅速かつ円滑に行う  ため、「災害時に自力で避難ができず、周りの人の支援を必要とする方」を対象に、
自主防災会（町内会）、民生・児童委員、近隣住民などの方々の協力  をいただきながら、支援をしていく「災害時要援護者避難支援制度」を始めました。

訓練の詳細につい
ては、チラシなどで、
各自主防災会から
連絡があります。

午前８時から８時30分までに、各自主防災
会ごとに、避難誘導訓練、情報収集・伝達訓
練を実施し、その後、笠松中学校屋外運動
場に集合し、午前９時から「地域別防災訓
練」を実施します。

例年どおり各自主防災会で企画運営し、自
主防災訓練を実施します。

各自主防災会（町
内会）ごとに実施日
を決定します

笠松地域

松枝・下羽栗地域

９月５日（日）

避難支援者

単位自主防災会


